
外来（個人単位）の限度額

現役並みⅢ 課税所得６９０万円以上 １４０，１００円

現役並みⅡ 課税所得３８０万円以上６９０万円未満 ９３，０００円

現役並みⅠ 課税所得１４５万円以上３８０万円未満 ４４，４００円

１８，０００円
（８月から７月までの年間上限１４４，０００円）

５７，６００円 ４４，４００円

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税
（低所得Ⅰ以外の人）

８，０００円 ２４，６００円 -

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税
で、各世帯員の所得が必要経費・控除（年金所得は控除
額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所
得から10万円を控除）を差し引いたときに0円となる人

８，０００円 １５，０００円 -

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

高額療養費　自己負担限度額

限度額（４回目以降）外来+入院（世帯単位）の限度額

現役並み所得者

一　　般

７０歳以上７５歳未満の人　　（平成３０年８月から）

区　　分

２５２，６００円+（医療費の総額－８４２，０００円）×１％

１６７，４００円+（医療費の総額－５５８，０００円）×１％

８０，１００円+（医療費の総額－２６７，０００円）×１％


